
本庁管内

4/6
㈮

西岳地区公民館 9：30～10：00
田野地区集落センター 10：20～10：40
東折田代自治公民館 11：00～11：20
西折田代自治公民館 11：40～12：00
猪子石記念碑前 13：30～14：00
御池自治公民館 14：30～15：00

4/9
㈪

東牛之脛自治公民館 9：30～10：00
夏尾市民センター 10：20～10：40
上馬渡自治公民館 11：00～11：20
荒川内自治公民館 11：40～12：00
渡司自治公民館 13：30～13：50
上川内自治公民館 14：20～14：40
下川内自治公民館 15：00～15：30

　

犬
を
飼
う
に
は
、
狂
犬
病
予
防
法
に

よ
り
生
涯
１
回
の
登
録
と
年
１
回
の
狂

犬
病
予
防
注
射
が
飼
い
主
に
義
務
付
け

ら
れ
て
い
ま
す
。
飼
い
犬
が
死
亡
し
た

り
、
飼
い
主
や
住
所
な
ど
が
変
わ
っ
た

り
し
た
場
合
は
、
届
け
出
が
必
要
で
す
。

注
射
会
場
で
も
変
更
を
受
け
付
け
ま
す

の
で
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

登
録
が
済
ん
で
い
な
い
犬
は
注
射
と
同

時
に
登
録
の
申
請
も
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
日
程
で
注
射
を
受
け
ら
れ
な
い

場
合
は
、
最
寄
り
の
動
物
病
院
で
注
射

を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

狂
犬
病
予
防
注
射

　
　

３
、０
０
０
円
（
年
１
回
）

登
録
料

　
　

３
、０
０
０
円
（
生
涯
１
回
）

◎
注
意
事
項

●
後
日
受
付
票
を
郵
送
し
ま
す
の
で
、

必
ず
会
場
に
持
参
く
だ
さ
い
。
受
付

票
が
な
い
場
合
、
受
付
時
に
書
類
の

記
入
が
必
要
で
す

●
注
射
会
場
で
は
、
飼
い
主
が
責
任
を

持
っ
て
犬
を
制
御
し
て
く
だ
さ
い

●
体
調
の
悪
い
犬
、
ま
た
は
１
カ
月
以

内
に
注
射
を
し
た
ば
か
り
の
犬
に
つ

い
て
は
、
注
射
会
場
の
獣
医
師
ま
た

は
動
物
病
院
に
相
談
く
だ
さ
い

平
成
24
年
度
の
狂
犬
病
予
防
注
射
と
飼
い
犬
の
登
録
を
行
い
ま
す
。

ど
の
会
場
で
も
受
け
ら
れ
ま
す
が
、
会
場
に
よ
っ
て
実
施
時
間
が
異

な
り
ま
す
の
で
日
程
表
で
確
認
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ　

環
境
政
策
課　

☎
23

－

２
１
３
０

狂
犬
病
予
防
注
射
を

受
け
ま
し
ょ
う
！

年に１回
本庁管内

4/10
㈫

下川崎自治公民館 9：00～ 9：20
上川崎自治公民館 9：40～10：00
関之尾自治公民館 10：20～10：50
西区自治公民館 11：10～11：30
庄内地区公民館 13：00～13：30
今屋自治公民館 13：50～14：10
千草自治公民館 14：30～15：00
宮島自治公民館 15：20～15：40

4/11
㈬

平田自治公民館 9：00～ 9：30
荕自治公民館 9：50～10：20
今平自治公民館 10：40～11：10
源野自治公民館 11：30～11：50
大根田自治公民館 13：20～13：50
志比田自治公民館 14：10～14：40
片平自治公民館 15：00～15：30

4/12
㈭

宮丸自治公民館 9：00～ 9：30
小松原地区公民館
（地区体育館横） 9：50～10：20

北原自治公民館 10：40～11：10
中妻自治公民館 11：30～12：00
菖蒲原自治公民館 13：20～13：50
妻ヶ丘地区公民館 14：10～14：40
若葉自治公民館 15：00～15：30

4/13
㈮

弁済使自治公民館 9：00～ 9：20
花繰自治公民館 9：40～10：00
広原自治公民館 10：20～10：50
一万城西部自治公民館 11：10～11：30
一万城東部自治公民館 13：00～13：30
小鷹自治公民館 13：50～14：20
竹町自治公民館 14：40～15：10

4/17
㈫

鷹尾一丁目自治公民館 9：00～ 9：30
北鷹尾自治公民館 9：50～10：20
南鷹尾自治公民館 10：40～11：10
五十市地区公民館 11：30～12：00
狐塚自治公民館 13：30～14：00
平長谷自治公民館 14：20～14：40
原村自治公民館 15：00～15：30

4/18
㈬

西町自治公民館 9：00～ 9：20
都島公園（陸軍墓地） 9：40～10：20
都島自治公民館 10：40～11：10
ふるさとセンター
(大岩田玉利自治公民館隣) 11：30～12：00

横尾原自治公民館 13：30～13：50
下今町自治公民館 14：10～14：40
上今町自治公民館 15：00～15：30

4/19
㈭

久保原西自治公民館 9：00～ 9：30
上蓑原自治公民館 9：50～10：20
後蓑原自治公民館 10：40～11：10
下蓑原自治公民館 11：30～12：00
上町自治公民館 13：30～13：50
早鈴自治公民館 14：10～14：50
姫城自治公民館 15：10～15：30

4/20
㈮

今房自治公民館 9：00～ 9：30
表自治公民館 9：50～10：20
東加治屋自治公民館 10：40～11：10
横市地区公民館 11：30～12：00
和田自治公民館 13：30～14：00
霧原自治公民館 14：20～14：50
サンアビリティーズ都城 15：10～15：30

62012.3



本庁管内 

5/7
㈪

立野自治公民館 9：00～ 9：30

早水自治公民館 9：50～10：20

年見自治公民館 10：40～11：10

千町自治公民館 11：30～12：00

祝吉自治公民館 13：30～14：00

並木自治公民館 14：20～14：50

上川東一丁目自治公民館 15：10～15：30

5/8
㈫

川東墓地東入口 9：00～ 9：30

下川東自治公民館 9：50～10：20

祝吉地区公民館 10：40～11：20

南郡元三丁目自治公民館 11：40～12：00

上郡元自治公民館 13：30～14：00

神之山自治公民館 14：30～15：00

5/9
㈬

吉尾自治公民館 9：00～ 9：30

松之元自治公民館 9：50～10：20

中金田自治公民館 10：40～11：10

下金田自治公民館 11：30～12：00

沖水地区公民館 13：30～14：00

高木自治公民館 14：30～15：30

5/10
㈭

太郎坊自治公民館 9：00～ 9：40

広瀬自治公民館 10：00～10：30

麓自治公民館
（野々美谷） 10：50～11：20

寿万寺自治公民館 11：40～12：00

崎田自治公民館 13：30～13：50

薄谷自治公民館 14：10～14：40

森田自治公民館 15：00～15：30

5/11
㈮

下水流３自治公民館 9：30～10：00

下水流１自治公民館 10：20～10：50

平原自治公民館 11：10～11：30

上水流東自治公民館 13：00～13：30

志和池地区公民館 13：50～14：30

丸谷自治公民館 15：00～15：30

5/15
㈫

巣立自治公民館 9：30～10：00

岩満自治公民館 10：20～10：50

荒ヶ田自治公民館 11：10～11：30

5/22
㈫

甲斐元自治公民館 9：00～ 9：30

下長飯自治公民館 9：50～10：50

藤田自治公民館 11：10～12：00

下安久自治公民館 13：30～13：50

高野原自治公民館 14：10～14：40

豊満自治公民館 15：00～15：30

5/23
㈬

石原自治公民館 9：30～ 9：50

上安久自治公民館 10：20～10：50

正応寺自治公民館 11：10～11：30

益貫自治公民館 13：00～13：30

梅北麓自治公民館 13：50～14：10

女橋自治公民館 14：30～14：50

雄児石自治公民館 15：10～15：40

5/24
㈭

大浦自治公民館 9：30～ 9：50

嫁坂自治公民館 10：20～10：40

払川自治公民館 11：00～11：20

川内自治公民館 11：40～12：00

山田総合支所管内

5/15
㈫

万ヶ塚自治公民館 13：00～13：30
瀬茅自治公民館 13：50～14：20
牛谷自治公民館 14：40～15：10

5/16
㈬

石風呂自治公民館 9：00～ 9：30
平山自治公民館 9：50～10：20
中村自治公民館 10：40～11：10
山田町体育館前 11：30～12：00
毘砂丸自治公民館 13：20～13：50
田中自治公民館 14：10～14：40
和田上自治公民館 15：00～15：30

5/17
㈭

上是位川内自治公民館 9：00～ 9：30
下是位川内自治公民館 9：50～10：20
浜之段自治公民館 10：40～11：00
北田自治公民館 11：20～11：50
大古川自治公民館 13：00～13：30
竹脇自治公民館 13：50～14：20
長谷自治公民館 14：40～15：10

5/18
㈮

古江自治公民館 9：00～ 9：30
山内ニ自治公民館 9：50～10：30
谷頭五自治公民館 10：50～11：30
谷頭ニ自治公民館 13：00～13：30
谷頭一自治公民館 13：50～14：20
谷頭トレーニングセンター 14：40～15：20

平日都合の悪い人は

4/22
㈰

庄内地区公民館 9：00～10：00
横市地区公民館 10：30～11：30
小松原地区公民館
（地区体育館横） 13：00～13：30

妻ヶ丘地区公民館 14：00～14：30
上長飯霊地公園
北側駐車場 15：00～15：30

5/20
㈰

山田総合支所 9：00～10：00
高崎総合支所 10：30～11：30
志和池地区公民館 13：00～13：30
沖水地区公民館 14：00～14：30
祝吉地区公民館 15：00～15：30

5/27
㈰

五十市地区公民館 9：00～ 9：30
都城市役所第２駐車場
（図書館向かい側） 10：00～10：30

中郷地区公民館 11：00～11：30

6/3
㈰

都城保健所 9：00～12：00
山之口総合支所 13：30～14：30
高城総合支所 15：00～16：00

高崎総合支所管内

4/24
㈫

田平自治公民館 9：00～ 9：20
栢木自治公民館 9：40～10：00
町倉自治公民館 10：20～10：50
谷川自治公民館 11：10～11：30
栗巣自治公民館 13：00～13：20
迫間自治公民館 13：40～14：00
野平自治公民館 14：20～14：40
山神原自治公民館 15：00～15：20

4/25
㈬

荒場自治公民館 9：00～ 9：20
上勢西自治公民館 9：40～10：00
田中自治公民館 10：20～10：40
松ヶ水流自治公民館 11：00～11：30
大牟田地区体育館 13：00～13：30
炭床自治公民館 13：50～14：10
後平自治公民館 14：30～14：50
笛水教育集会所 15：10～15：30

4/26
㈭

蔵元自治公民館 9：00～ 9：20
三和自治公民館 9：40～10：10
共和自治公民館 10：30～11：00
横谷自治公民館 11：20～11：40
東自治公民館 13：00～13：20
権堀牛繋留所 13：40～14：00
鍋自治公民館 14：20～14：40
塚原自治公民館 15：00～15：20

4/27
㈮

木下自治公民館 9：00～ 9：20
吉村自治公民館 9：40～10：00
中轟自治公民館 10：20～10：40
小牧自治公民館 11：00～11：30
高坂自治公民館 13：00～13：30
原村自治公民館 13：50～14：20
牟礼水流自治公民館 14：40～15：00
高崎総合支所東側駐車場 15：20～15：40

高城総合支所管内

5/29

㈫

第３自治公民館 13：00～ 13：30
高城原ふれあいスポーツ館 13：50～ 14：20
第２自治公民館 14：40～ 15：10
第１自治公民館 15：30～ 16：00

5/30

㈬

雀ヶ野公民館 9：00～ 9：20
四家分館 9：40～ 10：00
第18自治公民館 10：20～ 10：40
七瀬谷公民館 11：00～ 11：20
市野々公民館 11：40～ 12：00
高城農村改善センター 13：30～ 14：00
高城総合支所 14：20～ 15：20

5/31

㈭

上星原公民館 9：00～ 9：30
下星原公民館 10：00～ 10：30
田辺公民館 11：00～ 11：30
雁寺・八久保公民館 13：00～ 13：30
西久保公民館 14：00～ 14：30
豊広公民館 15：00～ 15：30

6/1

㈮

横原地区コミュニティセンタ－ 9：00～ 9：30
勤労青少年ホーム 9：50～ 10：20
高城ふれあい武道館 10：40～ 11：10
第９自治公民館 11：30～ 12：00
石山体育センター 13：30～ 14：00
第11自治公民館 14：20～ 14：50
第12自治公民館 15：10～ 15：40

山之口総合支所管内

5/25
㈮

飛松公民館 9：00～ 9：20
青井岳（高野商店裏） 9：50～10：10
五反田公民館 10：30～10：50
麓営農研修館 11：10～11：40
永野地区公民館 13：00～13：20
六十田公民館 13：40～14：00
野上公民館 14：20～14：40
田原公民館 15：00～15：30

5/28
㈪

乗平公民館 9：00～ 9：20
桑原公民館 9：40～10：10
正近公民館 10：30～10：50
上富吉地区体育館 11：10～11：30
街区公民館 13：00～13：30
西向原公民館 14：00～14：30
下富吉地区体育館 15：00～15：30

5/29
㈫

川内公民館 9：00～ 9：20
前方公民館 9：40～10：00
山之口総合支所車庫前 10：30～11：30
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ず
は
み
ん
な
の
、

意
識
改
革

よ
く
て
柔
軟
性
の
あ
る
、

行
財
政
基
盤

す
め
よ
う
、
市
民
と

行
政
の
協
働

ふ
う
で
良
く
し
よ
う
、

行
政
サ
ー
ビ
ス

都
城
市
第
２
次
行
財
政
改
革
大
綱
を
策
定

５
年
間
で
42
億
円
の
財
政
効
果

　

第
２
次
行
財
政
改
革
大
綱
で
は
、
２

つ
の
成
果
目
標
を
定
め
、
職
員
数
の
削

減
に
よ
る
人
件
費
削
減
を
は
じ
め
、
新

た
な
財
源
の
確
保
や
事
業
の
見
直
し
に

よ
る
経
費
削
減
な
ど
に
よ
り
、
５
年
間

で
42
億
５
、０
０
０
万
円
の
財
政
効
果

を
見
込
ん
で
い
ま
す
。

成
果
目
標
①　

職
員
数
の
削
減

５
年
間
で
市
職
員
１
４
０
人
削
減

　

平
成
27
年
度
ま
で
の
５
年
間
で

１
４
０
人
の
職
員
を
削
減
し
、
基
準
の

平
成
22
年
度
職
員
数
１
、５
６
０
人
を

１
、４
２
０
人
に
減
ら
し
ま
す
。

● 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
拡
充　
　
　
　

各
課
の
事
務
事
業
を
は
じ
め
、
統

計
な
ど
の
行
政
情
報
や
各
種
申
請

書
様
式
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
掲

載
し
、
市

民
の
理
解

や
利
便
性

の
向
上
を

促
進
し
ま

す

平成18年度～平成22年度

第１次行財政改革の財政効果は105億円
目標値の74億円を上回る財政効果が上がりました
●地方債残高を削減！
　 市の借金に当たる地方債の発
行額抑制などで、地方債残高
を約130億円削減しました

●191人の職員数を削減！
　 ５年間で目標値の140人を51人
上回る191人を削減しました

多
様
な
市
民
ニ
ー
ズ
に
的
確
に
対
応
し
、

さ
ら
な
る
行
政
の
ス
リ
ム
化
と
効
率
化

を
図
る
た
め
、
職
員
数
の
削
減
に
関
す

る
成
果
目
標
な
ど
を
定
め
た
第
２
次
行

財
政
改
革
大
綱
を
策
定
し
ま
し
た
。

平
成
27
年
度
ま
で
の
５
カ
年
で
、
施
策

の
４
つ
の
柱
に
基
づ
い
た
92
の
改
革
項

目
に
取
り
組
み
ま
す
。

効
率
的
な
行
財
政
運
営
に
よ
り
市
民
の

満
足
度
を
高
め
る
た
め
、
経
費
削
減
や

市
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
努
め
ま
す
。

　

◎
問
い
合
わ
せ

　
　

行
政
改
革
課　

☎
23

－

７
１
６
１

成
果
目
標
②　

将
来
負
担
比
率
の
抑
制

１
７
５
㌫
を
超
え
な
い

　

計
画
期
間
中
、
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

の
建
設
や
健
康
・
医
療
ゾ
ー
ン
の
整
備

な
ど
の
大
型
事
業
に
大
き
な
事
業
費
が

必
要
と
な
り
ま
す
。
同
時
に
市
の
借
金

で
あ
る
地
方
債
の
発
行
額
も
増
え
、
財

政
運
営
上
の
負
担
と
な
り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
地
方
債
の
発
行
が
将
来
の

市
の
財
政
を
圧
迫
し
な
い
よ
う
、
財
政

規
模
に
対
す
る
借
金
の
割
合
を
示
す
将

来
負
担
比
率
を
１
７
５
㌫
未
満
に
抑
制

す
る
数
値
目
標
を
定
め
、
健
全
な
財
政

運
営
を
目
指
し
ま
す
。

ま

つ

す

く

全
11
項
目

全
54
項
目

全
15
項
目

全
12
項
目

● 

市
有
財
産
の
見
直
し　
　
　
　
　
　

公
有
財
産
な
ど
の
有
効
利
活
用
計
画

に
基
づ
き
、
市
が
所
有
す
る
土
地
な

ど
の
売
却
処
分
を
推
進
し
、
維
持
管

理
費
を
削
減
し
ま
す

● 

本
庁
・
総
合
支
所
な
ど
の
見
直
し　

本
庁
・
総
合
支
所
の
機
能
や
役
割
な

ど
の
明
確
化
を
図
り
、
担
任
す
る
業

務
お
よ
び
事
務
処
理
の
見
直
し
を
進

め
ま
す

● 

市
民
と
の
協
働
推
進　
　
　
　
　
　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
や
市
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

団
体
な
ど
を
育
成
す
る
と
と
も
に
、

誰
も
が
気
軽
に
参
画
で
き
る
市
民
と

行
政
の
協
働
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
を

推
進
し
ま
す

● 

ま
ち
づ
く
り
協
議
会
の
設
置　
　
　

市
内
の
15
地
区
に
ま
ち
づ
く
り
協
議

会
を
設
置
し
、
地
域
内
分
権
を
推
進

し
ま
す

● 

部
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
取
り
組
み　

市
政
運
営
の
課
題
や
懸
案
事
項
に

係
る
部
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
を
作
成
し
、

事
務
事
業
の
推
進
を
図
り
ま
す

● 

権
限
移
譲
事
務
の
受
託　
　
　
　

国
や
県
か
ら
の
権
限
移
譲
の
事
務

事
業
を
受
託
し
、
市
民
の
利
便
性

の
向
上
を
図
り
ま
す

※ 

第
２
次
行
財
政
改
革
大
綱
は
、市
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表
し
て
い
ま
す

12月リニューアル予定
の市ホームページ

地方債残高の推移

約130億円削減

ま
っ
す
ぐ
、
改
革
！

（億円）
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３
月
下
旬
か
ら
４
月
上
旬
は
、
転
入
者

や
転
出
者
が
多
い
た
め
、
臨
時
的
に
、

平
日
の
時
間
外
や
土
・
日
曜
日
に
も
本

庁
の
受
付
窓
口
を
開
設
し
ま
す
。

●
開
設
す
る
課

　

本
庁
の
市
民
課
、
保
険
年
金
課
、
こ

ど
も
課
、
保
育
課

※
各
総
合
支
所
、
各
地
区
市
民
セ
ン

タ
ー
で
は
、
平
日
の
時
間
延
長
お
よ

び
土
・
日
曜
日
の
開
庁
は
行
っ
て
い

ま
せ
ん

●
手
続
き
可
能
な
期
間
・
時
間

３
月
27
日
㈫
〜
４
月
４
日
㈬

◎
月
〜
金
曜
日　

19
時
ま
で
時
間
延
長

◎
土
・
日
曜
日　

９
時
〜
17
時

●
注
意

　

時
間
外
や
土
・
日
曜
日
の
戸
籍
の
届

け
出
の
受
け
付
け
は
、
警
備
員
室
で
行

い
ま
す
。
ま
た
、
小
・
中
学
校
の
転
校

手
続
き
で
校
区
外
や
区
域
外
へ
の
通
学

申
請
、
介
護
保
険
関
連
の
手
続
き
は
、

平
日
の
時
間
内
の
み
の
対
応
と
な
り
ま

す
。

こ
れ
ま
で
日
本
に
住
む
外
国
人
は
、
外

国
人
登
録
制
度
に
よ
り
身
分
や
居
住
関

係
を
明
ら
か
に
し
て
き
ま
し
た
。
こ
の

制
度
が
廃
止
さ
れ
、
７
月
９
日
か
ら
在

留
管
理
制
度
や
特
別
永
住
者
の
制
度
が

大
き
く
変
わ
り
ま
す
。
ま
た
、
住
民
基

本
台
帳
法
も
改
正
さ
れ
、
外
国
人
の
住

民
登
録
の
仕
組
み
も
新
し
く
な
り
、
こ

れ
ら
の
改
正
で
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
適
正

な
提
供
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ　

市
民
課

　
　
　
　
　
　
　

☎
23

－

２
１
２
８

●
外
国
人
も
住
民
票
を
作
成

　

特
別
永
住
者
ま
た
は
90
日
以
上
日
本

に
滞
在
す
る
特
別
永
住
者
以
外
の
外
国

人
に
つ
い
て
も
、
日
本
人
と
同
じ
よ
う

に
住
民
票
を
作
成
し
ま
す
。
ま
た
、
住

所
を
変
更
す
る
際
も
、
住
所
異
動
の
手

続
き
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

●
住
民
票
の
内
容
確
認
調
査
を
実
施

　

対
象
と
な
る
外
国
人
の
皆
さ
ん
に
、

住
民
票
へ
の
登
録
内
容
の
確
認
を
し
て

も
ら
う
た
め
、
５
月
７
日
以
降
に
住
民

票
の
原
案
で
あ
る
「
仮
住
民
票
記
載
事

項
通
知
書
」
な
ど
を
、
そ
の
時
点
で
登

録
の
あ
る
住
所
地
へ
郵
送
し
ま
す
。

　

通
知
書
の
内
容
を
基
に
住
民
票
を

作
成
し
ま
す
の
で
記
載
内
容
を
確
認
し
、

変
更
の
有
無
に
つ
い
て
返
信
く
だ
さ
い
。

●
在
留
カ
ー
ド
を
交
付

　

特
別
永
住
者
に
は
「
特
別
永
住
者
証

明
書
」
を
、
ま
た
、
90
日
以
上
日
本
に

住
む
特
別
永
住
者
以
外
の
外
国
人
に
は

「
在
留
カ
ー
ド
」
を
交
付
し
ま
す
。

　

ま
た
、
在
留
期
間
の
上
限
が
最
長
５

年
と
な
る
ほ
か
、
出
国
の
日
か
ら
１
年

以
内
に
再
入
国
す
る
場
合
の
再
入
国
許

可
手
続
き
が
原
則
不
要
と
な
り
ま
す
。

●
制
度
改
正
の
周
知
に
つ
い
て

　

外
国
人
を
配
偶
者
に
持
つ
人
や
雇
用

主
な
ど
は
、
対
象
者
に
知
ら
せ
て
く
だ

さ
い
。
な
お
、
今
回
の
制
度
改
正
の
外

国
語
版
を
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し

て
い
ま
す
の
で
、
利
用
く
だ
さ
い
。

市
内
在
住
の
外
国
人
の
皆
さ
ん
へ

新
し
い
在
留
管
理
制
度
が
始
ま
り
ま
す
！

３
月
27
日
㈫
〜
４
月
４
日
㈬

住
所
異
動
に
関
係
す
る
受
付
窓
口
を

臨
時
的
に
開
設
し
ま
す

※在留カードには、顔写真
や氏名、国籍・地域、生
年月日、性別、在留資格、
在留期間、就労の可否な
どの情報を記載。年齢な
どにより、有効期間が定
められています

●市民課　☎23－2128
・住所異動届け出の受け付け
※住民基本台帳カードを利用した異動届け出は平日
の時間内のみ
・各種証明の発行
・印鑑登録証の申請受け付け、交付
・住民基本台帳カードの申請受け付け、交付

●保険年金課　☎23－2127
・住所異動に関する国民健康保険の資格取得届およ
び喪失届の受け付け
・住所異動に関する後期高齢者医療の資格取得届お
よび喪失届の受け付け
・住所異動に関する国民年金関係届の受け付け

●こども課　☎23－2684
・住所異動に関する乳幼児医療費助成、母子父子医
療費助成、子ども手当などの諸申請の受け付け
・ほかの市町村から都城市に異動した人への妊婦乳
児健康診査受診票、予防接種ノートの交付

●保育課　☎23－4894
・住所異動に関する保育所への入所および退所、転
園などの事務

手続き可能な業務内容
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昨
年
12
月
21
日
に
、
霧
島
市
で
開
催

さ
れ
た
霧
島
火
山
防
災
連
絡
会
コ
ア
メ

ン
バ
ー
会
議
で
、「
地
盤
の
膨
張
と
活

発
な
地
震
活
動
が
継
続
す
る
間
は
、
新

燃
岳
あ
る
い
は
周
辺
、
特
に
韓
国
岳
、

大
浪
池
か
ら
御
鉢
に
連
な
る
地
域
で
、

再
噴
火
の
可
能
性
が
高
い
」
と
発
表
さ

れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
、
新
燃
岳
の
み
を
対
象
に

火
山
災
害
の
対
策
を
講
じ
て
い
ま
し
た

が
、
今
後
は
都
城
地
域
に
大
き
な
被
害

を
も
た
ら
す
恐
れ
の
あ
る
御
鉢
に
つ
い

て
も
監
視
し
て
い
き
ま
す
。

■
噴
火
警
報
が
発
表
さ
れ
た
ら

　

火
山
活
動
が
活
発
化
し
、
噴
火
警
戒

レ
ベ
ル
４
以
上
の
警
報
が
発
表
さ
れ
る

と
、
避
難
が
必
要
な
地
域
に
避
難
準
備

情
報
を
発
表
し
ま
す
の
で
、
指
定
さ
れ

た
避
難
所
へ
避
難
し
て
く
だ
さ
い
。

■
防
災
無
線
を
設
置

　

市
で
は
、
新
燃
岳
の
噴
火
や
豪
雨
に

よ
る
土
砂
災
害
に
備
え
、市
内
の
約
２
、

０
０
０
世
帯
を
対
象
に
防
災
行
政
無
線

の
戸
別
受
信
機
を
設
置
し
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
広
報
車
や
自
治
公
民
館
を

通
じ
て
伝
え
て
い
た
避

難
準
備
情
報
な
ど
を
、

迅
速
に
正
確
に
伝
え
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。

■
噴
石
の
警
戒

　

噴
火
に
伴
い
風
下
側
で
は
、
遠
方
で

も
風
に
流
さ
れ
て
降
る
小
さ
な
噴
石

（
火
山
れ
き
）
に
注
意
が
必
要
で
す
。

噴
火
が
収
ま
る
ま
で
は
、
外
に
は
出
ず

安
全
な
場
所
に
待
機
し
て
く
だ
さ
い
。

　

噴
石
が
収
ま
っ
て
か
ら
落
ち
着
い
て

避
難
し
ま
し
ょ
う
。

■
要
援
護
者
の
避
難

　

要
援
護
者
に
は
避
難
を
呼
び
掛
け
ま

す
。
自
分
で
避
難
で
き
な
い
人
は
、
そ

の
旨
、
福
祉
課
（
☎
23

‒

２
９
８
０
）

に
伝
え
て
く
だ
さ
い
。

※ 

高
齢
者
や
障
が
い
者
な
ど
の
災
害
時

要
援
護
者
の
う
ち
、
知
人
や
親
戚
な

ど
が
近
く
に
い
な
い
た
め
避
難
所
ま

で
行
け
な
い
人
が
対
象

■
大
噴
火
時
の
避
難
所

◎
山
田
活
性
化
セ
ン
タ
ー（
か
か
し
館
）

◎ 

山
田
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

（
け
ね
じ
ゅ
苑
）

◎
早
水
公
園
体
育
文
化
セ
ン
タ
ー

※ 

避
難
経
路
や
避
難
先
な
ど
に
つ
い
て

日
頃
か
ら
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う

約
３
０
０
年
ぶ
り
の
爆
発
的
噴
火
か
ら
１
年
、
現
在
は
小
康
状
態
を
保
っ
て
い

る
新
燃
岳
。
し
か
し
、
専
門
家
に
よ
れ
ば
ま
た
い
つ
噴
火
を
起
こ
し
て
も
お
か

し
く
な
い
状
態
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
次
に
、
再
噴
火
を
起
こ
せ
ば
、
降
灰
だ

け
で
な
く
、
噴
石
や
土
石
流
へ
の
警
戒
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
日
頃
か
ら
、
有

事
に
備
え
避
難
の
方
法
や
避
難
場
所
の
確
認
、
情
報
収
集
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

◎
問
い
合
わ
せ　

危
機
管
理
課　

☎
23

－

２
１
２
９

油
断
大
敵
!!

火
山
災
害

ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
運
用
開
始

　

今
年
４
月
、
宮
崎
大
学
医
学
部
附
属

病
院
の
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
の
開
設
と

あ
わ
せ
て
、
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
の
運
用
が

開
始
さ
れ
る
予
定
で
す
。

　

ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
と
は
、
医
療
機
器
を

装
備
し
、
医
師
や
看
護
師
が
搭
乗
し
て

救
命
医
療
を
行
う
専
用
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー

で
す
。
基
地
病
院
の
宮
崎
大
学
医
学
部

附
属
病
院
に
常
駐
し
、
消
防
機
関
な
ど

か
ら
の
出
動
要
請
を
受
け
て
出
動
し
、

患
者
の
治
療
と
搬
送
を
行
い
ま
す
。

　

原
則
、
公
園
や
学
校
の
グ
ラ
ウ
ン
ド

な
ど
、
あ
ら
か
じ
め

設
定
し
た
場
所
に
着

陸
し
ま
す
が
、
そ
れ

以
外
の
場
所
で
も
安

全
が
確
保
で
き
る
場

所
で
あ
れ
ば
、
緊
急

的
に
着
陸
す
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

※ 

出
動
要
請
は
一
般
の
人
が
行
う
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。
１
１
９
番
通
報
を

受
け
た
消
防
機
関
な
ど
が
患
者
の
重

症
度
を
判
断
し
て
要
請
し
ま
す

◎
問
い
合
わ
せ

宮
崎
県
医
療
薬
務
課　

☎
０
９
８
５

－

26

－

７
４
５
１

宮
崎
大
学
医
学
部
総
務
課

☎
０
９
８
５

－

85

－

９
０
０
７
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【
手
洗
い
で
注
意
す
る
事
】

◇ 

水
道
の
蛇
口
は
汚
れ
て
い
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
手
洗
い
の
時
に
蛇
口
も

洗
い
ま
し
ょ
う

◇ 
手
洗
い
用
の
タ
オ
ル
の
使
い
回
し

は
、
厳
禁
で
す
。
個
人
用
の
タ
オ
ル

を
用
意
し
ま
し
ょ
う

◇ 

ウ
イ
ル
ス
が
付
着
し
や
す
い
固
形

せ
っ
け
ん
よ
り
、
液
体
せ
っ
け
ん
の

使
用
を
勧
め
ま
す

２
月
９
日
に
開
会
し
た
臨
時
議
会
に
お
い
て
正
・
副
議
長
選
挙
が
行
わ
れ
、
議
長

に
榆に

れ

田だ

勉
議
員
、
副
議
長
に
児
玉
優
一
議
員
が
選
ば
れ
ま
し
た
。

議
会
改
革
の
一
環
と
し
て
今
回
の
選
挙
か
ら
初
め
て
立
候
補
制
度
を
導
入
。
議
長

選
に
は
榆
田
議
員
を
含
む
３
人
、
副
議
長
選
に
は
児
玉
議
員
を
含
む
２
人
が
立
候

補
し
、
無
記
名
投
票
の
結
果
、
正
・
副
議
長
が
選
ば
れ
ま
し
た
。

◎
問
い
合
わ
せ　

議
会
事
務
局　

☎
23

－

７
８
６
９

都
城
市
議
会

新
議
長
・
副
議
長
が
選
ば
れ
ま
し
た

ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
予
防
の
た
め
に

■
プ
ロ
フ
ィ
ル　

県
立
都
城
工
業
高
校
卒
。
会

社
員
。
通
算
６
期
目
。
文
教
厚
生
委
員
会
委

員
長
や
議
会
運
営
委
員
会
委
員
長
を
歴
任
。

平
塚
町

■
プ
ロ
フ
ィ
ル　

県
立
都
城
農
業
高
校
卒
。
元

会
社
役
員
。
通
算
４
期
目
。
文
教
厚
生
委
員

会
委
員
長
や
都
城
志
布
志
間
地
域
高
規
格
道

路
対
策
委
員
会
委
員
長
を
歴
任
。
吉
尾
町

市
民
の
皆
さ
ん
へ

　

こ
の
た
び
、
副
議
長
に
就
任
い
た
し

ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
１
年
間
、
円
滑
な

議
会
運
営
と
各
会
派
間
の
調
整
の
た

め
、
こ
れ
ま
で
の
19
年
間
の
市
議
会
議

員
と
し
て
の
経
験
を
生
か
し
、
議
長
の

補
佐
役
と
し
て
精
一
杯
取
り
組
ん
で
ま

い
り
ま
す
。

　

今
後
と
も
、
皆
さ
ま
の
ご
協
力
と
ご

指
導
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

市
民
の
皆
さ
ん
へ

　

こ
の
た
び
、
市
議
会
臨
時
会
に
お
き

ま
し
て
、
第
４
代
都
城
市
議
会
議
長
に

就
任
い
た
し
ま
し
た
。
身
に
余
る
光
栄

と
感
激
い
た
し
ま
す
と
と
も
に
、
責
任

の
重
さ
を
痛
感
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
先
、新
議
長
と
し
て
、公
正
か
つ

円
滑
な
議
会
運
営
に
誠
心
誠
意
努
め
、

よ
り
市
民
に
開
か
れ
た
議
会
と
な
る
よ

う
最
善
の
努
力
を
尽
く
す
決
意
で
ご
ざ

い
ま
す
。

【
感
染
経
路
】

　

生
で
食
べ
る
カ
キ
が
原
因
で
よ
く
発

生
す
る
た
め
、
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
の
被
害

は
１
年
中
で
冬
場
が
多
く
な
る
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

感
染
者
の
便
や
嘔お
う

吐と

物
に
含
ま
れ
る

ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
が
口
の
中
に
入
り
込
む

こ
と
で
感
染
す
る
「
人
↓
人
」
感
染
や
、

調
理
者
の
手
や
調
理
器
具
か
ら
食
品
を

介
し
て
感
染
す
る
「
人
↓
食
品
↓
人
」

感
染
が
主
な
感
染
経
路
で
す
。

【
症
状
】

　

主
な
症
状
は
、
嘔
吐
と
下
痢
で
す
。

感
染
か
ら
１
〜
２
日
で
症
状
が
現
れ
、

人
に
よ
っ
て
は
38
度
程
度
の
発
熱
や
腹

痛
を
伴
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
通
常
は

３
日
ほ
ど
で
回
復
し
て
後
遺
症
も
あ
り

ま
せ
ん
が
、
高
齢
者
や
乳
幼
児
は
嘔
吐

物
を
気
管
に
詰
ま
ら
せ
た
り
、
下
痢
に

よ
る
脱
水
症
状
が
ひ
ど
く
現
れ
た
り
す

る
こ
と
も
あ
る
の
で
、
注
意
が
必
要
で

す
。

【
治
療
】

　

自
己
判
断
で
安
易
に
薬
を
飲
ま
ず
、

病
院
で
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。
水
分
補

給
が
必
要
で
す
。

◎
問
い
合
わ
せ

健
康
課　

☎
23

－

２
７
６
５

都
城
保
健
所　

☎
23

－

４
５
０
４

年
間
に
発
生
す
る
食
中

毒
の
約
４
分
の
１
が
12

月
か
ら
３
月
の
冬
場
に

発
生
し
て
い
ま
す
。
そ
の
内
の
７
割

が
、
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
が
原
因
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。
日
頃
か
ら
感
染
を
予
防
す

る
こ
と
が
大
切
で
す
。

食
中
毒
は

１
年
間
を
通
し
て

発
生
し
て
い
ま
す

基
本
は
手
洗
い

　

誰
に
で
も
簡
単
に
で
き
る
予
防
法

は
、
何
と
い
っ
て
も
手
洗
い
で
す
。

　

外
出
後
や
ト
イ
レ
の
後
、
お
む
つ
交

換
の
後
、
食
事
の
前
な
ど
は
、
せ
っ
け

ん
で
手
を
洗
い

ま
し
ょ
う
。洗
い

。
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